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電気工作物／発電用原子炉施設の溶接施工法及び

溶接士技能の確認試験に係わる申請及び評価規則 

一般財団法人 発電設備技術検査協会 
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改訂来歴 
 

改訂 

番号 
発行日 改訂内容 承認 照査 作成 

0 08-4-16 新規発行 
関谷 

08-4-16 

宮地 

`08-4-16 

山田 

08-4-16 

1 08-10-29 火技解釈適用に伴う改訂 
関谷 

08-10-29 

宮地 

08-10-29 

山田 

08-10-29 

2 08-12-7 
原技解釈改正（平成 20 年 10 月 31 日 平成 20・10・16 

原院第 3 号）に伴う改訂 

関谷 

08-12-7 

関谷 

08-12-7 

宮地 

08-12-7 

3 09-3-6 

・用語の定義を変更 

・評価員からの評価要員へ用語統一 

・原技解釈改正（平成 21年 2月 27日 平成 21・02・18原

院第 3 号）に伴う改訂 

・「溶接士技能更新作業経歴確認申請料確認書」(確認

試験指定様式 WCF0001-303)の様式変更 

関谷 

09-3-6 

関谷 

09-3-6 

宮地 

09-3-6 

4 09-8-12 

・解説の取り扱いを追加 

・手順の一部追記 

・「溶接施工法確認試験評価管理記録」(確認試験指定

様式 WCF0001-106)、「確認試験評価申込書」(確認試験

指定様式 WCF0001-003)、「確認試験実地評価料合意

書」(確認試験指定様式 WCF0001-006) 及び「評価計画

書 (溶接施工法確認試験 ) 」 (確認試験指定様式

WCF0001-105)の様式変更 

佐々木 

09-8-12 

宮地 

09-8-11 

山田 

09-8-11 

5 10-4-2 

・原技解釈改正（平成 21 年 12 月 25 日 平成 21・11・18

原院第 2 号）に伴う改訂 

・工程管理記録の記載方法を追加 

・試験内容の確認の評価方法を改訂 

・「溶接施工法確認試験評価管理記録」(確認試験指定様

式 WCF0001-106) 、「溶接士技能確認試験実施要領書」

(確認試験指定様式 WCF0001-203)、「溶接士技能確認試

験受験票」(確認試験指定様式 WCF0001-204)、「溶接士

技能確認試験評価管理記録」 (確認試験指定様式

WCF0001-207)及び「確認試験評価申込書」(確認試験指

定様式 WCF0001-003)の様式変更 

佐々木 

10-4-2 

宮地 

10-4-2 

山田(晶) 

10-4-2 

6 11-4-1 

・西日本支部、申請書等受理開始に伴う改訂 

・「溶接施工法確認試験実施要領書（別紙を含む）」（確認

試験指定様式 WCF0001-103）、「溶接士技能確認試験

実施要領書 （別紙含む ） 」 （ 確認試験指定様式

WCF0001-203）及び「溶接士の氏名、資格及び作業経

歴」（確認試験指定様式 WCF0001-302）の様式変更 

佐々木 

11-4-1 

都築 

11-4-1 

山田(晶) 

11-4-1 

7 12-7-23 
・“財団法人発電設備技術検査協会”を“一般財団法人発

電設備技術検査協会”へ変更 

佐々木 

12-7-23 

都築 

12-7-23 

山根 

12-7-23 

８ 13-1-15 

・「溶接士技能確認試験受験票」（確認試験指定様式

WCF0001-204）の様式変更、備考 4 追記 

・ 「 溶 接士技能確認事項 」 ( 確認試験指定様式

WCF0001-202)の記入上の注意を訂正 

・「溶接士技能確認試験承認書」の特記事項を訂正 

佐々木 

13-1-15 

都築 

13-1-11 

山根 

13-1-11 

9 13-4-16 

・原子炉等規制法に係る確認業務開始による様式改訂 

(1)WCF0001-003 

(2)WCF0001-004 

(3)WCF0001-006 

(4)WCF0001-007 

(5)WCF0001-104 

(6)WCF0001-205 

清水 

13-4-16 

都築 

13-4-16 

山根 

13-4-16 
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改訂 

番号 
発行日 改訂内容 承認 照査 作成 

10 13-7-16 

・「実用発電用原子炉及びその附属施設の技術基準に関

する規則の解釈」等の制定に伴う改訂 

・「電気工作物の―」は「電気工作物／発電用原子炉施設

の―」へ変更 

・「原技解釈」は「実用炉技術基準解釈」へ変更 

・2013 年 7 月 7 日以前に着手にしたものの取扱を追記 

・以下の様式変更 

｢文書評価検出事項通知書｣(WCF0001-005) 

｢溶接施工法確認試験評価申請書｣(WCF0001-101) 

｢評価計画書（溶接施工法確認試験）｣(WCF0001-105) 

｢溶接士技能確認試験評価申請書｣(WCF0001-201) 

｢溶接士技能確認試験受験票｣(WCF0001-204) 

｢評価計画書(溶接士技能確認試験)｣(WCF0001-206) 

清水 

13-7-16 

清水 

13-7-16 

山根 

13-7-16 

11 13-10-15 

・西日本支部事務所移転に伴う改訂 

 4.2 受付場所及び受理通知 

 WCF0001-004 

 WCF0001-007 

清水 

13-10-15 

山根 

13-10-15 

都築 

13-10-15 

12 14-1-14 

・添付様式を様式集へ分離 

・認証書及び承認書様式サンプルの追加 

・その他文言見直し 

清水 

14-1-14 

山根 

14-1-10 

坂本 

14-1-10 

13 14-6-9 
・認証書／承認書の証明者変更に伴う様式サンプルの改

訂 

清水 

14-6-9 

山根 

14-6-9 

林 

14-6-9 

14 14-9-30 

「２．用語の定義」に次を追加 

・(1) 6)に、（JSME S NC1-2012）、を追加 

・(1) 7)発電用原子力設備規格 材料規格（JSME S 

NJ1-2012）、を追加 

清水 

14-9-30 

山根 

14-9-30 

林 

14-9-30 

15 15-2-18 
・発電用原子力設備規格 溶接規格 2012年版/2013年追

補(JSME S NB1-2012/2013)の適用による改訂 

清水 

15-2-18 

山根 

15-2-18 

都築 

15-2-18 

16 15-4-27 

・統合業務システムによる工程管理変更に伴う改訂 

・本内容は 2015 年 5 月 1 日から施行する 

・施行日から 3 か月は移行期間とする 

清水 

15-4-27 

橋本 

15-4-27 

田中 

15-4-27 

17 17-3-2 
・評価申込書の提出先を専用メールアドレスに変更 

・送付状を廃止し、評価結果通知書を追加 

清水 

17-3-2 

橋本 

17-3-1 

荒川 

17-3-1 

18 19-3-1 

・管轄地域を変更（富山県、石川県、長野県、静岡県の一

部を東日本地区とする） 

・認証事業共通の料金規程制定に伴い、”電気工作物／

発電用原子炉施設の溶接施工法及び溶接士技能評価に

係る料金規程”を“認証に関する料金規程”に変更 

・申請料金確認書を文書評価者が作成する手順に変更し

たことに伴い、申請料金確認書を提出書類から削除し、

あわせてフローを修正 

清水 

19-3-1 

橋本 

19-3-1 

近藤 

19-2-27 
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改訂 

番号 
発行日 改訂内容 承認 照査 作成 

19 22-10-4 

・電子メールでの申請書受理に伴う変更 

・認証決定機能の見直し（施工法の認証決定方法を会議

体からレビュー方式へ変更）に伴う改訂 

清水 

22-10-4 

橋本 

22-10-4 

坂本 

22-10-4 
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１．適用範囲 

この規則は、一般財団法人発電設備技術検査協会 認証センター（以下、「JAPEIC-MS&PCC」とい

う。）が行う業務のうち、電気工作物／発電用原子炉施設の溶接施工法及び溶接士の技能の確認試

験(溶接士技能更新を含む。) (以下、「確認試験」という。) の評価について、溶接施工工場が

JAPEIC-MS&PCC へ申請し、認証又は承認を受けるまでの手順及び評価に伴い JAPEIC-MS&PCC

が申請者に委託する請負契約事項の仕様を定めたものである。 

なお、本文中に呼び込まれている様式 No.（WCF 等）は、「様式集」（WCC-0201、WCC-0202 又は

WCC-0203）を参照する。 

 

２．用語の定義 

（１）「評価基準」とは、確認試験の評価及び認証（又は承認）の基準となるものを総称していう。具体的

な評価基準は、以下のとおりである。 

１）発電用火力設備に関する技術基準を定める省令（平成 9 年 3 月 27日 通商産業省令第 51 号） 

２）発電用火力設備の技術基準の解釈（平成 25 年 5 月 17 日 20130507 商局第 2 号）(以下「火技解

釈」という。) 

３）実用発電用原子炉及びその附属施設の技術基準に関する規則（平成 25 年 6 月 28 日 原子力規

制委員会規則第 6 号） 

４）実用発電用原子炉及びその附属施設の技術基準に関する規則の解釈（平成 25年 6月 19日 原

規技発第 1306194 号） (以下「実用炉技術基準解釈」という。) 

５）発電用原子力設備規格  溶接規格【第 4 部 解説を除く】 (JSME S NB1-2007)、(JSME S 

NB1-2012/2013) 

６）発電用原子力設備規格 設計・建設規格(JSME S NC1-2005(2007)) 、（JSME S NC1-2012） 

７）発電用原子力設備規格 材料規格（JSME S NJ1-2012） 

 

【補足：解説の取り扱い】 

・発電用原子力設備規格  溶接規格【第４部  解説】 (JSME S NB1-2007)、 (JSME S NB1 

2012/2013)及び発電用火力設備の技術基準の解釈の解説（平成 24 年 2 月）は、評価基準とはし

ない。なお、これら解説の文書評価時の取り扱い方法は、「５．文書評価結果及び評価計画の通知」に

記載する。 

（２）「認証」とは、電気工作物／発電用原子炉施設の溶接施工法がそれぞれ評価基準の要求事項に

適合していることを、JAPEIC-MS&PCC が文書で認証する手続。 

（３）「承認」とは、電気工作物／発電用原子炉施設の溶接士技能が、評価基準の要求事項に適合して

いることを、JAPEIC-MS&PCC が文書で承認する手続。 

 

３．評価方法 

3.1 溶接施工法及び溶接士技能の確認試験の評価方法は、附属書１-1により実施する。 

ただし、申請者から要求がある場合は、その要求に従うものとする。 

3.2 溶接士の技能更新の評価方法は、附属書１-2により実施する。 
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４．評価申請書の提出方法 

4.1 申請時期 

JAPEIC-MS&PCCは評価申請書の受け付けを随時行う。ただし、JAPEIC-MS&PCCは評価申請書

を受理後、原則 1 ヶ月以内に評価基準への適合性を評価する（以下、文書評価という。）こととしてい

るため、申請者は実地評価開始までに十分な期間をもって申請すること。 

 

4.2 申請方法 

    郵送、電子メール、JAPEIC-MS&PCC事務所への持ち込みのいずれかとする。 

 

    【郵送及び JAPEIC-MS&PCC 事務所への持ち込み】  

     溶接施工工場の所在地に応じ、東日本地区においては本部、西日本地区においては西日本支

部とする。なお、溶接施工工場が海外の場合は東日本地区とする。 
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〔東日本地区〕 

一般財団法人  発電設備技術検査協会 認証センター 

住 所 〒105-0012 東京都港区芝大門 2-10-12 KDX芝大門ビル 3F 

TEL   03-5404-3878 FAX   03-5404-3882  

 

〔西日本地区〕    

一般財団法人  発電設備技術検査協会 西日本支部 

住 所 〒530-0003 大阪市北区堂島 2-1-16 フジタ東洋紡ビル 4F 

TEL  06-7178-8525  FAX 06-7178-8529  

   

【電子メール】 

 申請書提出専用メールアドレス  pcc-shinsei@japeic.or.jp 
        

 

4.3 申請書の受理 

    評価申請書を受理した場合は、「受理通知」（WCF0001-004）を申請者に送付し通知する。 

なお、この受理通知を持って当該申請に関する業務の誓約が成立したものとする。 

 

4.4 申請単位 

評価申請書は、溶接施工工場毎に提出するものとし、最大となる申請単位は次のとおりとする。 

(1)溶接施工法評価申請 

同一の時期に認証可能な単位(溶接施工法件数に制限なし) 

(2)溶接士技能評価申請 

同一の時期に承認可能な単位(申請資格数又は受験人数に制限なし) 

(3)溶接士技能更新作業経歴確認申請 

同一の時期に溶接士技能更新の作業経歴確認を行う単位 

 

4.5 提出書類 

申請の際に必要な書類、処理手順を含め、溶接施工法については附属書 2「溶接施工法確認試験

の評価に係わる提出書類及びフロー」、溶接士技能については附属書 3「溶接士技能確認試験の評

価に係わる提出書類及びフロー」、溶接士技能更新評価については、附属書4「溶接士技能更新の評

価に係わる提出書類及びフロー」に示す。 

 

4.6 申請内容の変更 

（1）書類を変更する場合は下記の書類を提出する。 

① 「評価申請変更届出書」（WCF0001-002） 

② 「評価申請変更届出書」の変更内容欄に記載の変更に係る図書 
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（2）提出方法は 4.2 のとおりとする。 

（3）電子メールで提出する場合は次のとおりとする。 

   変更届出書提出用メールアドレス 

〔東日本地区〕 pcc@japeic.or.jp  〔西日本地区〕 nishireg-pcc@japeic.or.jp 

 

５．文書評価結果及び評価計画の通知 

JAPEIC-MS&PCCは、溶接施工法及び溶接士技能の評価申請書に基づいて文書評価を実施した後、

適合確認日及び評価結果を記載した評価管理記録を評価計画書とともに送付する。なお、文書評価時

の解説の取り扱い(２．用語の定義（１）【補足：解説の取り扱い】)は、解説を評価基準としないと定義し

たことから、認証センターは、解説の内容に照らして相違等がある場合も「検出事項通知書」をもって通

知するが、最終的な判断は溶接施工工場にあるものとする。 

 

送付する具体的な送付内容は次のとおり。 

① 評価計画書 

溶接施工法・・・「評価計画書（溶接施工法確認試験）」（WCF0001-105） 

         溶接士技能・・・「評価計画書（溶接士技能確認試験）」（WCF0001-206） 

          

 

② 評価管理記録 

溶接施工法・・・「溶接施工法確認試験評価管理記録」（WCF0001-106） 

溶接士技能・・・「溶接士技能確認試験評価管理記録」（WCF0001-207） 

③ 「検出事項通知書」（WCF0001-005）  

※検出事項がある場合 

 ④ 申請料金確認書 

溶接施工法・・・ 「確認試験申請料金確認書（溶接施工法（溶接施行法）評価用）」（WCF0001-104） 

溶接士技能・・・ 「確認試験申請料金確認書（溶接士技能（手溶接による溶接を行う者の技能）評価用」

（WCF0001-205） 

 

６．実地評価申込み方法 

6.1 実地評価申込み方法 

「確認試験評価申込書」（WCF0001-003）を評価申込み専用メールアドレス(pcc-app@japeic.or.jp)に

提出すること。(郵送または FAX可) 

 

6.2 評価を行う場所 

評価は、申請書類に対する文書の評価(以下「文書評価」という。)と、試験検査に立会いその実施

状況と記録に対する評価(以下「実地評価」という。) により行う。 

(1)文書評価 

文書評価は、原則として JAPEIC-MS&PCC事務所にて行う。ただし、申請内容の変更については、

申請者事務所にて行うことができる。 

(2)実地評価 

mailto:pcc-app@japeic.or.jp
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試験検査を実施する場所にて評価を行う。 

なお、溶接士技能更新は申請者事務所又は JAPEIC-MS&PCC 事務所のいずれでも評価を行うこ

とができる。 

 

 

6.3 実地評価申込みの時期 

「確認試験評価申込書」は、申請時点で日程が決定している場合には申請書類に同封、日程が決

定していない場合には、評価希望日の２週間前の週の月曜日までに JAPEIC-MS&PCC の事務所に

到着するよう提出すること。 

 

6.4 実地評価申込み後の変更 

評価申込み後の変更は、当初提出した「確認試験評価申込書」の変更箇所を見え消し等で変更内

容が容易に確認できるよう修正し、JAPEIC-MS&PCC へ提出すること。評価の前日又は当日の変更

は、実費を申し受けることがある。 

 

6.5 評価要員の決定 

JAPEIC-MS&PCCは「確認試験評価申込書」の提出を受けた後、評価を行う評価要員を決定し、申

請者へ通知する。なお、特定の日に評価希望が集中する場合は評価申込書の受付順とし、

JAPEIC-MS&PCC と申請者との間で日時の調整を行うことがある。また、「確認試験評価申込書」の

提出が遅れた場合、JAPEIC-MS&PCC は可能な範囲で対応する。 

評価を行う評価要員が決定した後、当該評価要員は、申請者への訪問日時、場所等の確認を電話

等で行う。申請者は、5日前までに評価要員から連絡がない場合は、JAPEIC-MS&PCCに対して確認

を行う。 

 

７．JAPEIC-MS&PCC が実施する溶接施工法及び溶接士技能の確認試験実地評価 

7.1 実地評価前に申請者に準備して頂く事項 

 申請者は、実地評価までに、文書評価時の検出事項に対する処置を行っていること。 

また、前工程の実地評価で検出事項があった場合の処置報告が行われ、評価基準への適合につい

て JAPEIC-MS&PCC の確認を受けていること。 

 

7.2 実地評価中 

 評価要員は、「確認試験評価申込書」により評価申請のあったものについて、評価を行い、評価基

準の要求事項への適合性を評価する。申請者は、評価要員からの求めがあった場合は適用する試

験検査要領書等を提示する。 

 評価の目的を達成するために必要に応じ、評価要員は評価の途中であっても、申請者の合意を得

て、評価計画の変更をすることができる。評価基準への適合性に関し検出された事項がある場合、溶

接施工工場の検査員等とその内容について評価実施中に確認を行う。 
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7.3 実地評価後 

(1)評価結果の相互確認 

評価要員は、申請者側の責任者等と共に、実施した当日の評価範囲及び評価結果について相互

に確認し、評価管理記録にて評価範囲及び評価結果を明確にする。 

(2)評価管理記録の作成 

評価要員が自ら用意した「溶接施工法確認試験評価管理記録」（WCF0001-106）、「溶接士技能確

認試験評価管理記録」（WCF0001-207）（以下「評価管理記録」という。）に評価年月日及び必要事項

を記載し捺印する。 

(3)試験検査記録への捺印 

評価要員は、当日の実地評価分について溶接施工工場の工程管理記録及び試験検査記録(試験

内容の確認記録を除く。) に、評価結果を確認の上「JAPEIC」と記載し捺印又は署名する。申請者

は、その試験検査記録(試験内容の確認記録を除く。) の写し 1 部を評価要員へ渡す。 

なお、工程管理記録の検査(評価)項目の表示は、溶接施工工場の定めた記号又は略号とし、試

験内容の確認にあっては、その記号又は略号を(   )で囲むものとする。ただし、溶接施工工場の定

めた手順書等で明確になっている場合は、この限りでない。 

(4)評価料金の合意 

評価要員は申請者と合意の上「確認試験実地評価料金合意書」（WCF0001-006）を作成する。 

(5)評価管理記録の引継 

評価要員は、評価の実績を記録した「評価管理記録」の保管を 申請者に依頼する。次回の評価

要員は評価管理記録を確認した後、評価を実施する。 

 

7.4 実地評価において不適合が検出された場合 

(1) 評価要員は不適合事項を発見した場合、評価管理記録に不適合があった旨を記載する。不適合

/是正処置の方法については申請者の手順に従うこととする。ただし、次の場合、「評価管理記

録」は、「適合」と記載し、記事欄にその旨を記載すると供に、必要に応じ、当該溶接施工法又は

溶接士技能確認試験に対する処置を文書にて要求する。 

① 機械試験の結果が不適合の場合  

記載例：整理番号 TA-1は機械試験の結果不合格 

② 機械試験片加工ミス 

記載例：受験番号 T1 は機械試験片加工ミスにより試験中止、当該試験片の JP 刻印削除 

③ 溶接士と溶接施工法と同時受験で、溶接士技能確認試験が不合格になった場合 

記載例：整理番号 A-1 は同時受験の溶接士不合格により試験中止、当該試験片の JP 刻印削

除 

(2) 申請者は、不適合の原因、不適合品の処置、再発防止対策等について記述し、処置内容が確認

できる裏付け資料を添付して期限までに JAPEIC-MS&PCC へ提出する。 

(3) JAPEIC-MS&PCC は、提出された処置報告の内容を確認し、評価基準への適合性を評価し、そ

の結果を通知する。実地評価が再度必要な場合は、「確認試験評価申込書」の提出を受け、再評

価を実施する。 
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８．認証書等の発行 

8.1 認証又は承認可否の判定 

JAPEIC-MS&PCC は、申請に係わる全ての評価が完了した後、評価要員から提出される評価報告

書を基に認証（承認）の可否の判定を行う。判定は次による。 

① 認証（承認）可：評価に必要な検査に全て合格し、残存する不適合がない場合。 

② 認証（承認）保留：評価中に検出された不適合に対する是正の検証が不十分であり、実施された

処置内容を確認できるより詳細な裏付け資料の再提出、あるいは全面的又は部分的な再評価

が必要であると判断される場合。 

③ 認証（承認）不可：評価基準に適合しない場合及び評価中に検出された不適合を合意した期間内

に是正しない場合。 

 

8.2 評価結果の通知 

JAPEIC-MS&PCC は、評価結果を申請者に通知する。 

① 認証（承認）可の場合 

・溶接施工法確認試験・・・「溶接施工法確認試験認証書」を送付する。 

・溶接士技能確認試験・・・「溶接士技能確認試験承認書」を送付する。 

・溶接士技能更新・・・溶接施工工場所有の「溶接士の氏名,資格及び作業経歴」(WCF0001-302)に  

              捺印又は署名することにより評価結果を通知する。 

②  認証（承認）保留の場合 

  判定保留の通知を送付する。実施された是正処置内容を確認できるより詳細な裏付け資料の再

提出、あるいは全面的又は部分的な再評価を実施し、是正内容を確認した後、再び判定を受けつけ

る。なお、是正要求に応じない場合は、認証（承認）不可の扱いとなる。 

③  認証（承認）不可の通知を送付する。 

 

９．請負契約事項の仕様 

9.1 請負契約事項の仕様 

実地評価を開始してから当該申請書に係わる評価が完了するまでの間、「評価管理記録」を申請

者にて保管する。 

 

9.2 提出記録 

申請者が JAPEIC-MS&PCC の実地評価を受け、評価したあとに提出する記録の提出時期及び部

数は次のとおりとする。 

① 電気工作物／発電用原子炉施設の溶接施工法確認試験の場合 

№ 提 出 書 類 部数 提出時期 備 考 

１ 試験検査記録の写し １ 実地評価当日 
JAPEIC-MS&PCC 評価要

員が捺印したもの。 

    

② 電気工作物／発電用原子炉施設の溶接士技能確認試験の場合 

№ 提 出 書 類 部数 提出時期 備 考 

１ 試験検査記録の写し １ 実地評価当日 
JAPEIC-MS&PCC 評価要

員が捺印したもの。 
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10．評価料金 

評価料金は、「認証に関する料金規程」（認証規則第 1 号）に定める金額とする。 
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 附属書１-1 溶接施工法及び溶接士技能確認試験評価方法 

 

表１ 溶接施工法確認試験の評価方法 

評価項目  評価方法 

試験内容の確認 ※1 △ 

材料検査 ○ 

開先検査 ○ 

溶接作業 ○ 

外観検査 ○ 

溶接後熱処理検査 ○※３＋△ 

浸透探傷試験 ※２ ○ 

刻印移し替え ○ 

機械試験 ※４ ○ 

○：実地評価、△：記録評価 

※１ 溶接事業者検査員による試験内容の確認状況を記録で確認する。 

※２ クラッド溶接及び管と管板の取り付け溶接のみに適用 

※３ 熱処理中（技術基準で定められた炉の出入れ温度以上）に実地評価 

※４ 管と管板の取り付け溶接は、目視検査及びのど厚測定検査とする。 

 

表２ 溶接士技能確認試験の評価方法 

評価項目 評価方法 

試験内容の確認 ※1 △ 

材料検査 ○ 

開先検査 ○ 

溶接作業 ○ 

外観検査 ○ 

浸透探傷試験 ※２ ○ 

刻印移し替え ○ 

機械試験 ※３ ○ 

○：実地評価、△：記録評価 

※１ 溶接事業者検査員による試験内容の確認状況を記録で確認する。 

※２ クラッド溶接及び管と管板の取り付け溶接のみに適用 

※３ 管と管板の取り付け溶接は、目視検査及びのど厚測定検査とする。 

 

 

 

 

 



WCC-0001  改訂 19 

 14 / 21 

 附属書１-2 溶接士技能更新の評価方法 

 

（１）溶接士技能更新評価を行う資格は、次の方法により取得したものとする。 

①平成 7 年 11 月 30 日以前に認可となったもので改正前の技術基準に規定する有効期限内のも

の。 

②平成 12年 6月 30 日以前の電気事業法に基づき合格となったもの。 

③平成 12年 7月 1日以降に実施した溶接自主検査(溶接事業者検査)について国又は指定（登録）

安全管理審査機関の安全管理審査により、電気工作物の溶接の技術基準の解釈又は発電用

火力設備の技術基準の解釈に適合し、国から評定通知を受けたもの。 

④JAPEIC-MS＆PCC が第三者的立場にて行った溶接士技能の確認試験を受け合格となったもの。 

⑤平成 19 年 8 月 1 日以降に客観性を有した方法にて溶接士の技能資格を取得したもの。(④を除

く。) 

(補足) 民間製品認証制度にて取得したものは、対象としない。 

 

（２）溶接士技能更新の評価方法は、次による。 

①初回申請時は、原則として溶接施工工場にて、下表の「溶接士技能更新の評価方法」により実

施する。 

②2回目の申請以降は、JAPEIC-MS&PCCの事務所又は溶接施工工場にて、初回確認の「溶接士
の氏名、資格及び作業経歴」等の有効期限内に、資格更新に該当する溶接作業を行い、その溶

接継手が適合又は合格していることを検査記録等により確認評価する。 

 

溶接士の技能の評価方法 

資格取得方法 溶接士の技能資格の評価方法 

①平成 7 年 11 月 30 日以前に認可となったも

ので改正前の技術基準に規定する有効期

限内のもの。 

指定検査機関が行った溶接士の最終の作業経歴確認か

ら現在の有効期限内まで、全ての資格更新の実績となっ

た検査記録(溶接作業記録、耐圧試験記録)等により確認

評価する。 ②平成 12 年 6 月 30 日以前の電気事業法に

基づき合格となったもの。 

③平成 12 年 7 月 1 日以降に実施した溶接自

主検査(溶接事業者検査)について国又は

指定（登録）安全管理審査機関若しくは機

構の安全管理審査の審査を受け、電気工

作物の溶接の技術基準の解釈又は発電用

火力設備の技術基準の解釈若しくは発電

用原子力設備の技術基準の解釈に適合す

ることが確認されもの。 

指定（登録）安全管理審査機関が発行した「溶接安全管理

審査内容証明書」等又は機構が審査を行っていることを示

す記録から、現在の有効期限内まで、全ての資格更新の

実績となった検査記録(溶接作業記録、耐圧試験記録)等

により確認評価する。 

④JAPEIC-MS＆PCC が第三者的立場にて行

った溶接士技能の確認試験を受け合格とな

ったもの。 

JAPEIC-MS＆PCCが発行した「溶接士技能確認試験承認
書」等から、現在の有効期限内まで、資格更新に該当する

溶接作業を行い、その溶接継手が適合又は合格している

ことを検査記録(溶接作業記録、耐圧試験記録)等により確

認評価する。 

⑤平成 19 年 8 月 1 日以降に客観性を有した

方法にて溶接士の技能資格を取得したも

の。(④を除く。) 

客観性を有した方法にて行った溶接士の技能試験記録(材

料から機械試験までの一連の検査記録)により「火技解釈」

／「実用炉技術基準解釈」に適合していることを評価する。

なお、有効期限の起点は、当該溶接士の技能に関する機

械試験合格日とする。 

機械試験の合格日から現在の有効期限内まで、全ての資

格更新の実績となった検査記録(溶接作業記録、耐圧試験

記録)等により確認評価する。 
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附属書2 溶接施工法確認試験の評価に係わる提出書類及びフロー(1/2)
溶
接
施
工
法
確
認
試
験
評
価
申
請
及
び
受
理

文
書
評
価

JAPEIC-MS＆PCC溶接施工工場

送付

メール等

・ 評価計画書(溶接施工法確認試験)(WCF0001-105)
・ 溶接施工法確認試験評価管理記録(WCF0001-106)
・ 文書評価検出事項通知(申請書の内容に不備があっ
   た場合のみ) (WCF0001-005)　
・　確認試験申請料金確認書（溶接施工法（溶接施行　
　 法）評価用）（WCF0001-104)

メール等

文書評価は、受理後1ヶ月以内と
する。

送付

申請内容に変更がある場合
は、「評価申請変更届出書」
に変更書類を添付して提出

評価申請
変更届出書

(WCF0001-002)

文書評価

受理通知
(WCF0001-004)

文書送達票
(WCF0001-007)

受理

添付書類
①溶接施工法確認事項 (WCF0001-102)
②溶接施工法確認試験実施要領書(WCF0001-103)
③連絡担当票 (WCF0001-001)
④確認試験評価申込書 (WCF0001-003)※評価希望
日が決定している場合
又は確認試験工程表
⑤その他必要な書類
 ・溶接材料でカタログに掲載されていない溶接材料の資料

溶接施工法確認試験評価申請書
(WCF0001-101)

評価計画書
作成

注記： 

東日本地区は本部にて受理 

西日本地区は西日本支部にて受理 
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附属書2 溶接施工法確認試験の評価に係わる提出書類及びフロー(2/2)
評
価
要
員
の
決
定

実
地
評
価

認
証
書
発
行

JAPEIC-MS＆PCC溶接施工工場

メール等

評価要員を決定・連絡

メール等

・ 「電気工作物／発電用原子炉施設の溶接施工法確認
試験試験検査要領書」(WCC-0003)にて評価

送付

・評価結果通知書
・溶接施工法確認試験認証書
・請求書

送付

認証書発行

確認試験評価
申込書

(WCF0001-003)

報告書作成

認証会議

認証書

申請者は、正当な理由がある場合には
実地評価者を忌避することができる。
この場合、申請者は忌避理由を書面に
て提出しなければならない。

実地評価

評価要員
の決定

確認試験評価
申込書

(WCF0001-003)

否

適

最終評価時に「溶接施工法確認
試験評価管理記録」(WCF0001-
106)の原紙を回収

認証不可通知書
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附属書3 溶接士技能確認試験の評価に係わる提出書類及びフロー(1/2)
溶
接
士
技
能
評
価
申
請
及
び
受
理

文
書
評
価

JAPEIC-MS＆PCC溶接施工工場

送付

メール等

・ 評価計画書(溶接士技能確認試験)(WCF0001-206)
・ 溶接士技能確認試験評価管理記録(WCF0001-207)
・ 文書評価検出事項通知書 (WCF0001-005)　
　(申請書の内容に不備があった場合のみ)
・ 確認試験申請料金確認書（溶接士技能（手溶接に溶
　接を行う者の技能）評価用） (WCF0001-205)

メール等

文書評価は、受理後1ヶ月以内と
する。

送付

申請内容に変更がある場合
は、「評価申請変更届出書」
に変更書類を添付して提出

評価申請
変更届出書

(WCF0001-002)

文書評価

受理通知
(WCF0001-004)

文書送達票
(WCF0001-007)

受理

【添付書類】
①溶接士技能確認事項 (WCF0001-202)
②溶接士技能確認試験実施要領書(WCF0001-203)
③連絡担当票(WCF0001-001)
④溶接士技能確認試験受験票(WCF0001-204)
⑤確認試験評価申込書 (WCF0001-003)※評価希望日
が決定している場合
又は確認試験工程表
⑥その他必要な書類
・溶接材料でカタログに掲載されていない溶接材料について
　は資料の提出

溶接士技能確認試験評価申請書
(WCF0001-201)

評価計画書
作成

注記： 

東日本地区は本部にて受理 

西日本地区は西日本支部にて受理 
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附属書3 溶接士技能確認試験の評価に係わる提出書類及びフロー(2/2)
評
価
要
員
の
決
定

実
地
評
価

承
認
書
発
行

JAPEIC-MS＆PCC溶接施工工場

メール等

評価要員を決定・連絡

メール等

・ 「電気工作物／発電用原子炉施設の溶接士技能
確認試験試験検査要領書」(WCC-0004)にて評価

送付

・評価結果通知書
・溶接士技能確認試験承認書
・請求書

送付

承認書発行

確認試験評価
申込書

(WCF0001-003)

報告書作成

承認

承認書

申請者は、正当な理由がある場合には
実地評価者を忌避することができる。
この場合、申請者は忌避理由を書面に
て提出しなければならない。

実地評価

評価要員
の決定

確認試験評価
申込書

(WCF0001-003)

否

適

最終評価時に「溶接士技能技能
確認試験評価管理記録
(WCF0001-207)」の原紙を回収

承認不可通知書
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附属書4 溶接士技能更新評価に係わる提出書類及びフロー
溶
接
士
技
能
更
新
作
業
経
歴
確
認
申
請
及
び
受
理

溶
接
士
更
新
評
価
実
施

JAPEIC-MS＆PCC溶接施工工場

添付書類
①溶接士の氏名、資格及び作業経歴(WCF0001-302)
②連絡担当票 (WCF0001-001)
③「火技解釈」第112条及び/又は「実用炉技術基準解
釈」別記-5 3(4)ロに適合することを示す記録(注1)

送付

メール等

送付

・ 評価結果通知書
・ 溶接士の氏名、資格及び作業経歴
  (WCF0001-302)]
・ 請求書
・ 溶接士技能更新作業経歴確認 
  申請料金確認書 (WCF0001-303)

送付

申請内容に変更がある場合は、
「評価申請変更届出書」に変更書
類を添付して提出してください。

送付

溶接士技能更新作業経歴確認申請書
(WCF0001-301)

評価

適

受理

否

溶接士更新
評価結果

受理通知

評価申請
変更届出書

(WCF0001-002)

《溶接士技能更新評価》
「火技解釈」第112条及び/又は「実用炉技術基準解釈」別記-5 3(4))ロに適合することを確認するための申請
をいう。

承認不可通知書

(注1)溶接士の作業実績が提出できない場合は、溶接施工工場にて作業経歴を確認させていただきますので、　
　　　「確認試験評価申込書」(WCF0001-003)の添付をお願いいたします。

 

注記： 

東日本地区は本部にて受理 

西日本地区は西日本支部にて受理 
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溶接施工法確認試験認証書 サンプル 
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溶接士技能確認試験承認書 サンプル 

 


